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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】天然の化粧品の生産物のための組成物、詳しくは天然のエステル、ワックス、又
は油で処理された顔料、顔料の生産物、及び天然の処方成分で処理された顔料を組み込む
化粧品の生産物の提供。
【解決手段】コーティング処理された顔料において、顔料が、ホホバエステルで直接的に
コートされており、前記コーティングが、当該コーティングにより顔料を疎水性にし、前
記顔料が、酸化亜鉛及び二酸化チタンから選択される一つ以上の顔料である、コーティン
グ処理した顔料。亦ホボエステルが６６～７０℃の融点を有し、コーティングされた顔料
の２～７重量％の含有量であるコーティング処理した
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーティングを備えた顔料において、
　当該コーティングを備えた顔料は、ホホバエステルで直接的にコートされており、
　前記コーティングが、当該コーティングを備えた顔料を疎水性にし、
　前記顔料は、酸化亜鉛及び二酸化チタンからなる群における一つ以上の顔料より選択さ
れる、コーティングを備えた顔料。
【請求項２】
　前記ホホバエステルが、６６－７０℃の融点を有し、
　前記コーティングの含有量が、当該コーティングを備えた顔料の重量の２％と７％との
間である、請求項１に記載のコーティングを備えた顔料。
【請求項３】
　当該コーティングを備えた顔料は、粒子サイズが３００ｎｍより下である、請求項１又
は２に記載のコーティングを備えた顔料。
【請求項４】
　前記コーティングが、ホホバエステルからなる、請求項１乃至３の何れか一項に記載の
コーティングを備えた顔料。
【請求項５】
　前記コーティングの含有量が、当該コーティングを備えた顔料の重量の２％と７％との
間である、請求項１に記載のコーティングを備えた顔料。
【請求項６】
　前記顔料は、一次粒子のサイズが１５ｎｍから３００ｎｍまでの間である酸化亜鉛を含
む、請求項２に記載のコーティングを備えた顔料。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載のコーティングを備えた顔料を含む化粧品の組成
物又は日焼け止めにおいて、
　前記コーティングを備えた顔料が、口紅、ルース又はプレスされた粉末、ファンデーシ
ョン、及びほお紅からなる群より選択された化粧品の組成物又は日焼け止めへと組み込ま
れている、化粧品の組成物又は日焼け止め。
【請求項８】
　当該化粧品の組成物は、前記コーティングを備えた顔料の含有量が０．５重量％から１
５重量％までの間である水中油の液体メーキャップである、請求項７に記載の化粧品の組
成物。
【請求項９】
　前記水中油の液体メーキャップは、前記コーティングを備えた顔料の含有量が１重量％
から７重量％までの間である、請求項８に記載の化粧品の組成物。
【請求項１０】
　前記水中油の液体メーキャップは、前記コーティングを備えた顔料の含有量が４．５重
量％である、請求項９に記載の化粧品の組成物。
【請求項１１】
　前記ファンデーションは、前記コーティングを備えた顔料の含有量が２５％から５０％
までの間である、請求項７に記載の化粧品の組成物。
【請求項１２】
　前記ファンデーションは、前記コーティングを備えた顔料の含有量が４０％である、請
求項１１に記載の化粧品の組成物。
【請求項１３】
　当該化粧品の組成物は、前記コーティングを備えた顔料の含有量が３０％から８５％ま
での間であるプレスされた粉末である、請求項７に記載の化粧品の組成物。
【請求項１４】
　前記プレスされた粉末は、前記コーティングを備えた顔料の含有量が５０％から８０％



(3) JP 2017-149730 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

までの間である、請求項１３に記載の化粧品の組成物。
【請求項１５】
　前記プレスされた粉末は、前記コーティングを備えた顔料の含有量が７２％である、請
求項１４に記載の化粧品の組成物。
【請求項１６】
　当該化粧品の組成物は、前記コーティングを備えた顔料の含有量が０．１％から１０％
までの間である緩和性のルース粉末である、請求項７に記載の化粧品の組成物。
【請求項１７】
　前記緩和性のルース粉末は、前記コーティングを備えた顔料の含有量が０．５％から２
％までの間である、請求項１６に記載の化粧品の組成物。
【請求項１８】
　前記緩和性のルース粉末は、前記コーティングを備えた顔料の含有量が０．７８％であ
る、請求項１７に記載の化粧品の組成物。
【請求項１９】
　コーティングを備えた顔料を作るための工程であって、
　当該工程は、
　ａ）顔料を提供すること、
　ｂ）薬剤と前記顔料をブレンドしてブレンドを生産すること、
　ｃ）８０℃から１５０℃までの間まで前記ブレンドを加熱すること、及び、
　ｄ）前記ブレンドが１８℃まで冷却することを許容すること
を含み、
　前記薬剤は、ホホバエステルを含み、
　前記コーティングが、前記コーティングを備えた顔料を疎水性にし、
　前記顔料は、酸化亜鉛及び二酸化チタンからなる群における一つ以上の顔料より選択さ
れる、工程。
【請求項２０】
　前記ブレンドは、１００℃から１１０℃までの間まで加熱される、請求項１９に記載の
工程。
【請求項２１】
　さらに、前記顔料をミリングすることを含む、請求項１９又は２０に記載の工程。
【請求項２２】
　前記顔料の平均の粒子サイズは、１０ｎｍから２００ミクロンまでの範囲内にある、請
求項１９又は２１に記載の工程。
【請求項２３】
　コーティングを備えた顔料において、
　前記コーティングは、ホホバエステルからなり、当該コーティングを備えた顔料を疎水
性にし、
　前記顔料は、一次粒子のサイズが２００ｎｍより下であると共に、酸化亜鉛及び二酸化
チタンからなる群における一つ以上の顔料より選択される、コーティングを備えた顔料。
【請求項２４】
　コーティングを備えた顔料を作るための工程であって、
　当該工程は、
　ａ）顔料を提供すること、
　ｂ）薬剤と前記顔料をブレンドしてブレンドを生産すること、
　ｃ）８０℃から１５０℃までの間まで前記ブレンドを加熱すること、
　ｄ）前記ブレンドがおおよそ１８℃まで冷却することを許容すること、及び、
　ｅ）前記顔料をミリングすること
を含み、
　前記薬剤は、ホホバエステルからなり、直接的に前記顔料をコートしており、
　前記コーティングが、当該コーティングを備えた顔料を疎水性にし、
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　前記ブレンドは、１００℃から１１０℃までの間まで加熱され、
　前記顔料は、酸化亜鉛及び二酸化チタンからなる群における一つ以上の顔料より選択さ
れる、工程。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　技術の分野
【０００２】
　本発明は、天然の化粧品の生産物のための組成物に、並びに、より詳しくは、天然のエ
ステル、ワックス、又は油で処理された顔料、そのような処理された顔料の生産物、及び
天然の処方成分で処理された顔料を組み込む化粧品の生産物に、関係する。
【背景技術】
【０００３】
　発明の背景
【０００４】
　滑石、雲母、及びセリサイトのような鉱物、二酸化チタン、酸化亜鉛、及び鉄の酸化物
のような金属酸化物、熱可塑性の粉末、デンプン及びセルロースのような有機の顔料、並
びに他の無機の顔料は、化粧品の生産物において幅広く使用される。それらが、処理無し
に使用されることができるとはいえ、それらの性能は、表面処理を通じて顕著に改善され
ることができる。耐水性、低い吸油量、より高い固体のローディング、軟らかさ、向上さ
せられた分散性、及び低いｐＨに対する抵抗性のような特別な性質は、表面処理を通じて
向上させられることができる。
【０００５】
　メチコン、シラン、ジメチコン、チタナート、ミリスチン酸マグネシウム、及びペルフ
ルオロアルコールホスファートのような、最も一般的な表面を改質する薬剤は、全て合成
の化合物であると共に、望ましくない複雑さを伴うことがある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　発明の概要
【０００７】
　本発明と一致して、特にホホバエステル及びホホバワックスのような植物から誘導され
たエステル類及びワックスは、顔料及び充填剤を表面処理するために使用される。処理さ
れた顔料は、疎水性のものであると共に快い皮膚の感触及び良好な付着を有することがあ
る。本発明と一致した処理された顔料が、化粧品の組成物の幅広い範囲で使用されること
があることは、構想されることである。
【０００８】
　本発明のある態様において、提供されるものは、天然の表面を改質する薬剤で処理され
た顔料を備える化粧品の組成物である。
【０００９】
　本発明の別の態様において、提供されるものは、二酸化チタン、鉄黄、べんがら、鉄黒
、雲母、及びシリカより選択された少なくとも一つの疎水性の天然の表面が改質された顔
料を備える化粧品の組成物であるが、顔料は、口紅、ルース又はプレスされた粉末、ファ
ンデーション、ほお紅、及び日焼け止めのような化粧品の生産物へと組み込まれたもので
ある。
【００１０】
　本発明のさらなる態様において、提供されるものは、顔料を提供すること；ブレンドを
生産するために天然の表面を改質する薬剤と顔料をブレンドすること；おおよそ１００度
Ｃから１１０度Ｃまでブレンドを加熱すること；及びブレンドがおおよそ１８度Ｃまで冷
えることを許容することを備える、天然の表面が処理された顔料を作るための工程である
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。その次に、材料は、粉砕されることがある。
【００１１】
　天然の生産物が、ヒトの体とより適合性のもの及びより環境的に優しいものであること
は、信じられる。本発明によって企図された化粧品の生産物は、滑らかな感触及び良好な
付着を備えた天然の生産物を含む。多種多様な生産物が、ここに提供された処方及び工程
を組み込むことがあることは、企図される。例えば、メーキャップ、ファンデーション、
及びマスカラのようなエマルジョン；口紅及びほお紅のような無水の熱い流出物；並びに
プレスされた及びルース粉末のような粉末は、作られることがある。
【００１２】
　本発明のある実施形態において、提供されるものは、天然の表面を改質する薬剤で処理
された顔料を備える化粧品の組成物である。本発明に従った適切な天然の表面を改質する
薬剤は、制限無しに、ホホバエステル、水素化されたホホバ油、及びそれらの混合物を含
む。
【００１３】
　本発明に従った適切な顔料は、制限無しに、滑石、雲母、及びセリサイトのような鉱物
；二酸化チタン、酸化亜鉛、及び鉄の酸化物のような金属酸化物；熱的な可塑性の粉末；
並びにデンプン及びセルロースのような有機の顔料を含む。
【００１４】
　本発明の別の実施形態において、提供されるものは、二酸化チタン、鉄黄、べんがら、
鉄黒、雲母、及びシリカを備える群より選択された少なくとも一つの疎水性の天然の表面
が改質された顔料を備える化粧品の組成物であるが、顔料が口紅、ルース又はプレスされ
た粉末、ファンデーション、ほお紅、及び日焼け止めより選択された化粧品の生産物へと
組み込まれたものである。
【００１５】
　例示的な実施形態において、化粧品の組成物は、二酸化チタン、鉄黄、及びべんがらを
備える群より選択された、約０．５重量％から約１５重量％までの間の、好ましくは約１
重量％から約７重量％までの、及び、より好ましくは約４．５重量％の、疎水剤の天然の
表面が改質された顔料を有する水中油の液体のメーキャップである。
【００１６】
　別の例示的な実施形態において、化粧品の組成物は、二酸化チタン、べんがら、鉄黄、
鉄黒、雲母、及びシリカを備える群より選択された、約１５％から約７５％までの間の、
好ましくは約２５％から約５０％までの、及びより好ましくは約４０％の、天然の表面が
改質された顔料を有する液体のコンパクトなファンデーションを作り出す熱い流出物であ
る。
【００１７】
　別の例示的な実施形態において、化粧品の組成物は、Ｄ＆Ｃ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．６　Ｂａ
ｒｉｕｍ　Ｌａｋｅ、Ｄ＆Ｃ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．７　Ｃａｌｃｉｕｍ　Ｌａｋｅ、及び鉄の
酸化物を備える群より選択された、約０．５％及び約２０％の間の、好ましくは約２％か
ら約１０％までの、及びより好ましくは約６％の、天然の表面が改質された顔料を有する
口紅である。
【００１８】
　別の例示的な実施形態において、化粧品の組成物は、セリサイト、鉄黄、べんがら、及
び鉄黒を備える群より選択された、約３０％から約８５％までの間の、好ましくは約５０
％から約８０％までの間の、及びより好ましくは約７２％の、天然の表面が改質された顔
料を有するプレスされた粉末である。
【００１９】
　別の例示的な実施形態において、化粧品の組成物は、鉄黄、べんがら、及び鉄黒を備え
る群より選択された、約０．１％から約１０％までの間の、好ましくは約０．５％から約
２％までの間の、及びより好ましくは約０．７８％の、天然の表面が改質された顔料を有
する緩和性のルース粉末である。



(6) JP 2017-149730 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

【００２０】
　本発明のさらなる実施形態において、提供されるものは、顔料を提供すること；ブレン
ドを生産するために天然の表面を改質する薬剤と顔料をブレンドすること；約８０度Ｃか
ら約１５０度Ｃまでの間、好ましくは約１００度Ｃから約１１０度Ｃまでの間、までブレ
ンドを加熱すること；及びブレンドがおおよそ１８度Ｃまで冷えることを許容することを
備える天然の表面が処理された顔料を作るための工程である。
【００２１】
　多種多様な顔料は、本発明と一致した鋳造された顔料を作るために使用されることがあ
る。例えば、滑石、雲母、及びセリサイトのような鉱物；二酸化チタン、酸化亜鉛、及び
鉄の酸化物のような金属酸化物；熱可塑性の粉末；デンプン及びセルロースのような有機
の顔料；並びに他の無機の顔料は、使用されることがある。様々な形状、例えば、制限無
しに、球状のもの及び針状のもの、のみならず、大きい範囲のサイズ、例えば約５ｎｍか
ら３００ｎｍ又はより大きいもの、を有する鉱物は、処理されることがある。例えば、本
発明と一致して都合良く処理されることがあるものである材料は、商品名ＴＴＯ－Ｓ－３
でＩＳＫによって販売されたもののようなアルミナのコーティングを備えた、約２００ｎ
ｍと比べてより少ないところの一次粒子のサイズ及び約２００ｎｍと比べてより大きいと
ころの顔料の等級のサイズ（即ち、より大きい粒子のサイズ）を有する金属酸化物、二酸
化チタン（ＴｉＯ２）、のマイクロ粒子（マイクロＴｉＯ２）を含む。ＴＴＯ－Ｓ－３は
、約１５ｎｍの一次粒子のサイズを有すると共に、針状の形状を有する。Ｔｉｐａｑｕｅ
　ＰＦ－６７１は、本発明と一致して処理されることがあるものである、アルミナ及びシ
リカコーティング及び約２１０ｎｍの粒子のサイズを有する顔料の等級のＴｉＯ２の例で
ある。
【００２２】
　本発明と一致して処理されることがあるものである材料の別の例は、約２０ｎｍの一次
粒子のサイズを備えたマイクロＺｎＯである、Ｔａｙｃａによって提供された、ＭＺ－５
００のような、約２００ｎｍと比べてより少ない一次粒子のサイズ及び約２００ｎｍと比
べてより大きいところの顔料の等級のサイズを有する酸化亜鉛（ＺｎＯ）のマイクロ粒子
（マイクロＺｎＯ）を含む。本発明と一致して使用されることがあるものである材料の他
の例は、制限無しに、商品名Ｃ３３－５１９８　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｂｌａｃｋ、Ｃ３３
－１２８　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｒｕｓｓｅｔ、及びＣ３３－８０７３　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ
　ＹｅｌｌｏｗでＳｕｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌによって提供されたもののような、鉄の酸化
物を含む。
【００２３】
　本発明と一致して処理されることがあるものであるさらに別の材料は、バインダーマト
リクスにおけるより小さい粒子（例．日焼け止めの粒子）のマクロ粒子の複合物及び／又
はより小さい粒子（例えば、より小さい日焼け止めの粒子）を保持する空洞を定義するマ
クロ粒子である。
【００２４】
　本発明と一致して、天然のコーティングは、上等の感触及び他の望ましい性質を備えた
天然の生産物を提供するために顔料との関連で使用される。コーティングは、ホホバエス
テル類であることがあるが、それは、Ｓｉｍｍｏｎｄｓｉａ　Ｃｈｉｎｅｎｓｉｓ（ホホ
バ）油（所要量）、水素化されたホホバ油（所要量）、又は二つのものの混合物のエステ
ル交換／エステル置換によって生産されたエステル類の複雑な混合物である。好適な実施
形態において、Ｆｌｏｒａｔｅｃによって提供されたＦｌｏｒａｅｓｔｅｒ　７０は、使
用される。しかしながら、いずれの等級のホホバエステルも、本発明と一致して使用され
ることがある。
【００２５】
　さらに、ホホバワックス、即ち、水素化されたホホバ油は、使用されることがある。ホ
ホバワックスは、Ｓｉｍｍｏｎｄｓｉａ　Ｃｈｉｎｅｎｓｉｓ（ホホバ）油（所要量）の
制御された水素化の最終生産物である。
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【００２６】
　本発明と一致して、他の天然の材料が、ホホバエステルについて代用されることがある
ことは、企図される。本発明の方法と一致した使用に適切な材料は、ホホバエステル、（
水素化されたホホバ油であるものである）ホホバワックス、及びホホバ油に追加で、制限
無しに、鯨油、大豆油、及びカンデリラを含む。ホホバ及びホホバエステル類は、特に、
それらが、両方とも、酸化に対して非常に抵抗性のもの、ヒマシ油、ヤシ油、マカダミア
ナッツ油と比べて、及び鉱物油の多数のフラクションとで比べてさえも、よりそのような
もの、であるので、好適なものである。ヒトの皮脂に対するホホバエステル類の類似性は
、ホホバを主材料とした疎水化するコーティングを特に好適なものにするものである。
【００２７】
　当該発明と一致して、ホホバエステル類が、それらで処理されるものである顔料におけ
る予想されない性質の配列を生じることは、また留意されることである。より詳しくは、
ホホバエステルで処理された二酸化チタンは、ある感触を生産物に与えるが、それは、処
理されてない顔料と同程度に乾燥したところのものであるが、しかし、それは、非常に滑
らかなものであると共に水素化されたレシチン及びステアリン酸で処理された顔料の滑ら
かさと同等のものである。
【００２８】
　セリサイトで処理されたホホバエステルは、また、水素化されたレシチンで処理された
顔料に匹敵するところの及びラウロイルリシン又はレシチンで処理された顔料と比べて実
質的により滑らかな、滑らかさの尺度について非常に高い得点をつける。
【００２９】
　ホホバエステルで処理された顔料は、相対的に強い臭気を有するものであるカルナウバ
ワックスのような他の処理剤に比較された際に、ほとんど完全に無臭のものである。同様
にして、カルナウバ及びラウロイルリシンのような材料で処理された顔料が、約３０％か
ら９０％までの範囲における臭気の増加を呈示するのに対して、六時間のような、相対的
に長い時間の間に、９０℃のような、高い温度にかけられたとき、二酸化チタン及びセリ
サイトのような、顔料は、事実上、臭気の変化の無いことを呈示する。このように、これ
らの他の材料で処理された顔料は、高い水準の熱への露出の前及び後の両方で、当該発明
と一致して処理された顔料と比べて数十倍より大きいところの臭気の水準を有する。
【００３０】
　その上、ホホバで処理された顔料の相対的な乾燥にもかかわらず、処理は、機械的な衝
撃及び／又は攪拌でバラバラに壊れる傾向があるものである処理されてない顔料のコンパ
クトに比較された際に、コンパクトにされた粉末へ機械的な安定性を与えることにおいて
非常に有効なものである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明は、追加的に、本発明の及びそれの多数の利点のより良好な理解を提供するもの
である後に続く例証となる限定するものではない例の方式で記載される。
【００３２】
　例
　コートされた粉末の生産
　例１：マイクロＴｉＯ２を疎水的にコートすること
【００３３】
　上に記載されたような、ＩＳＫによってカタログ番号ＴＴＯ－Ｓ－３で販売された９３
ｇのアルミナで処理された１５ｎｍの二酸化チタンは、７ｇのホホバエステル（Ｆｌｏｒ
ａｅｓｔｅｒ　７０）とブレンドされた。ブレンドは、おおよそ１００℃－１１０℃まで
加熱された。ブレンドは、おおよそ１時間の間に１００℃の温度で保持された。その次に
ブレンドが、室温まで冷えることを許容されたが、それは、おおよそ１８℃であった。粉
末は、ブレンダーを使用することで粉砕された。
【００３４】
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　例２：べんがらの顔料を疎水的にコートすること
【００３５】
　Ｓｕｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌによって提供されたもののような、商品名Ｃ３３－１２８　
Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｒｕｓｓｅｔで販売された９７ｇのべんがらは、Ｆｌｏｒａｔｅｃに
よって提供されたもののような商品名Ｆｌｏｒａｅｓｔｅｒ　７０の３ｇのホホバエステ
ルとブレンドされた。ブレンドは、約１００℃－１１０℃まで加熱された。ブレンドは、
おおよそ１時間の間に１００℃の温度で保持された。その次にブレンドが、室温まで冷え
ることを許容されたが、それは、おおよそ１８℃であった。粉末は、ブレンダーを使用す
ることで粉砕された。
【００３６】
　例３：真珠光沢の顔料を疎水的にコートすること
【００３７】
　Ｋｏｂｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，Ｉｎｃ．によって提供されたもののような商品名ＫＴＺ
ＴＭ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ｒｅｄで販売されたもののような、９８ｇの真珠光沢の顔料は
、商品名Ｆｌｏｒａｅｓｔｅｒ　７０の２ｇのホホバエステルとブレンドされた。ブレン
ドは、約１００℃－１１０℃まで加熱された。ブレンドは、おおよそ１時間の間に１００
℃の温度で保持された。その次にブレンドが、室温まで冷えることを許容されたが、それ
は、おおよそ１８℃であった。粉末は、ブレンダーでブレンドする工程を使用することで
粉砕された。
【００３８】
　例４：マイクロスフェアの疎水的にコートすること
【００３９】
　Ｋｏｂｏいよって提供されたもののような商品名ＭＳＳ－５００Ｗの９５ｇのシリカの
ビードは、商品名Ｆｌｏｒａｅｓｔｅｒ　７０の５ｇのホホバエステルとブレンドされた
。ブレンドは、１００－１１０℃まで加熱された。ブレンドは、おおよそ１時間の間に１
００℃の温度で保持された。その次にブレンドが、室温まで冷却されたが、それは、おお
よそ１８℃であった。その次に粉末は、それのＳの形状のチョッピングブレードが備え付
けられた大きいＣｕｉｓｉｎａｒｔのフードプロセッサーを使用することで微粉状にされ
た。
【００４０】
　試験結果
　疎水性
【００４１】
　疎水性を試験するために、コートされてない粉末の顔料及び例１－４の各々に従った上
の工程から作られたコートされた粉末の顔料の両方のおおよそ０．５ｇ－１ｇは、試験さ
れた。試験された粉末の顔料は、各々の場合において、４オンスのジャーに含有された水
の表面へと穏やかにスプーンで移された。ジャーは、５０ｍＬの水を含有するものであっ
た。
【００４２】
　コートされてない粉末は、ジャーの水の追加の際に直ちに沈んだ。例１－４に従って作
られたコートされた粉末は、一時間と比べてより多い間に水に浮かんだ。このように、コ
ートされた粉末は、疎水性の品質を示した。
【００４３】
　皮膚の感触
【００４４】
　皮膚の感触を試験するために、コートされてない顔料の粉末及び例１－４と一致して作
られたコートされた粉末の各々の小さい部分は、試験された。顔料の粉末は、人差し指を
使用することで前腕の表面へと置かれたと共にそれに対して摩擦された。
【００４５】
　少なくとも１０ｎｍの粒子のサイズを備えたコートされてないＴｉＯ２、ＺｎＯ、及び
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鉄の酸化物は、粗い及び不快な感触を有するものであった。Ｆｌｏｒａｅｓｔｅｒ　７０
及び／又はホホバでコートされた、並びに、例１及び２と一致した調製された、コートさ
れたＴｉＯ２、ＺｎＯ、及び鉄の酸化物は、滑らかな及び軟らかい皮膚の感触を提供した
。追加的に、コートされてない雲母の滑石は、滑らかな感触を有するものであった。Ｆｌ
ｏｒａｅｓｔｅｒ　７０及びホホバでコートされた並びに例３に従って調製された滑石及
び雲母は、また、滑らかな感触を提供したが、それは、軟らかい及びクリーム状のもので
あった。
【００４６】
　処理された顔料が、メーキャップ、ファンデーション、マスカラ、及び日焼け止めのよ
うなエマルジョン；口紅及びほお紅のような無水の熱い流出物；並びに、プレスされた及
びルース粉末のような粉末を含む幅広い多種多様な用途に使用されることがあることは、
本発明によって企図される。いくつかの可能性のある用途は、例の次のセットにおいて下
に記載される。示された処方は、処方の総重量の百分率に基づくものである。
【００４７】
　例５：水中油の液体のメーキャップ
　表１：水中油の液体のメーキャップの処方成分
【００４８】
【表１】

【００４９】
　液体のメーキャップについての処方は、表１に示される。パートＡにおける処方成分は
、後に続く順序、ラノリンアルコール及び鉱物油、セチルエステル類、ステアリン酸、グ
リセリル＝モノステアラート、滑石、例１と一致した二酸化チタン、例２と一致した鉄黄
、例２と一致したべんがら、及び、例２と一致した鉄黒、で組み合わせられた。パートＡ
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における各々の処方成分は、均質なものまで中に各々の構成成分を混合することで、一つ
ずつ加えられたと共に、その次に、次の処方成分が、追加された。パートＡにおける処方
は、６０℃まで加熱された。
【００５０】
　別個のベッセルにおいて、パートＢの処方成分は、後に続く順序：プロピレングリコー
ル、トリエタノールアミン、ＰＥ　２０　ソルビタンモノラウラート、ケイ酸アルミニウ
ムマグネシウム、カルボキシメチルセルロール、及び脱イオン水、並びに、防腐剤及び芳
香剤、で追加されることによってゆっくりと組み合わせられた。
【００５１】
　その次にパートＡは、パートＢへゆっくりと追加された。パートＡは、従来のブレンダ
ーにおいてブレンドする工程を使用することで、一緒に混合された。その次に混合物は、
容器へと注がれた。
【００５２】
　例６：液体のコンパクトのファンデーション（熱い流出物）
　表２：液体のコンパクトのファンデーション（熱い流出物）
【００５３】
【表２】

【００５４】
　パートＡ：例１と一致した二酸化チタン、例２と一致したべんがら、例２と一致した鉄
黄、例２と一致した鉄黒、及び例３と一致した雲母は、色が十分に発現させられたところ
まで混合する工程を使用することで微粉にされた。パートＢ：スクアラン、ジメチコン（
５ｃｓｔ）、オクチル＝ヒドロキシステアラート、ポリグリセリル－３　ジイソステアラ
ート、の結晶性のワックス、オクチル＝パルミタート、及びカルナウバワックスは、同時
にかき混ぜる一方で、１９５°Ｆ－２００°Ｆまで加熱された。パートＢは、３０分の間
に連続的にかき混ぜられた。
【００５５】
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　パートＡは、パートＢへ追加されたと共に均質なところまで混合された。混合物が、１
８０°Ｆまで冷えることが許容された。パートＣ：ナイロン－１２は、パートＡ及びパー
トＢの混合物へ追加されたと共に均質なところまで混合された。パートＡ、パートＢ、及
びパートＣの混合物は、１６５°Ｆ－１７０°Ｆにおけるパンへと注がれた。
【００５６】
　例７：口紅
　表３：口紅
【００５７】
【表３】

【００５８】
　ヒマシ油は、ブレンダーに置かれたと共にスチームパンを使用することで８０℃まで加
熱された。処理された顔料、並びに、例４と一致して調製されたコーティングを備えたＤ
＆ＣレッドＮｏ．６バリウムレーキ、例４と一致して調製されたＤ＆ＣレッドＮｏ．７カ
ルシウムレーキ、例２と一致して調製された鉄の酸化物、及びＦＤ＆Ｃ　Ｂｌｕｅ　Ｎｏ
．１を含む染料は、３０－６０分の間に高いスピードでＬｉｇｈｔｎｉｎのミキサーを使
用することでヒマシ油へ追加された。
【００５９】
　カンデリラワックス、カルナウバワックス、ミツロウ、オゾケライト、パラフィンワッ
クス、オレイルアルコール、及びラノリンアルコールは、予熱されたと共に、スチームパ
ンを使用することで８０－８５℃において一緒に溶融させられた。その次にこれらの溶融
させられた構成成分は、ヒマシ油、顔料、及び染料の混合物へ追加された。混合すること
は、各々の処方成分の追加のいたるところで連続的なものであった。
【００６０】
　香料は、追加されたと共に、混合することは、混合物が均質なものであったところまで
、連続的なものであった。その次に二酸化チタン及び雲母は、追加されたと共に、混合す
ることは、生産物が均一なものであったところまで、続いた。
【００６１】
　その次に口紅は、当業者に知られたものと整合性のある様式で形成された。
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　例８：プレスされた粉末
　表４：プレスされた粉末
【００６３】
【表４】

【００６４】
　パートＡ：例４と一致して調製されたホホバエステルのコーティングを備えたセリサイ
ト、例２と一致して調製された鉄黄、例２と一致して調製されたべんがら、及び例２と一
致して調製された鉄黒は、列挙された順序で一緒に混合されたと共に、色が十分に発現さ
せられたところまで、微粉機を通過した。
【００６５】
　スクアラン、ペンタエリトリトールテトラオクタノアート、ジメチコン、及びトリメチ
ルシロキシシリケートで作られたパートＢは、６５°－７０℃まで予め温められた。その
次にパートＢは、パートＡへと噴霧された。その次にパートＡ及びＢは、従来のブレンダ
ーを使用するブレンドする工程で良好に混合された。その次にパートＢは、油が完全に分
散させられたところまで、微粉機を通過させられた。パートＣ、ナイロン－１２は、パー
トＢへ追加されたと共に良好にブレンドされた。必要なものあるとすれば、混合物は、色
を十分に発現させるために微粉機を通過させられた。パートＢを過熱することが無いこと
は、重要なことであった。その次に混合物は、１０００ｐｓｉで＃２０のメッシュの篩を
通過させられた。
【００６６】
　その次に生産物は、従来の様式でプレスされた。
【００６７】
　例９：緩和性のルース粉末
　表５：緩和性のルース粉末
【００６８】
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【表５】

【００６９】
　パートＡを作り上げるものである雲母、鉄黄、及び鉄黒は、ヒュームフードの下でＷａ
ｒｉｎｇ　Ｂｌｅｎｄｅｒへ追加された。パートＡは、高いスピードで２－３分の間に混
合された。スクアラン、ペンタエリトリトールテトラオクタノアート、ジメチコン、及び
トリメチルシロキシシリケート、及びシリカ（球状のもの）を備える、パート２は、Ｗａ
ｒｉｎｇ　Ｂｌｅｎｄｅｒにおいて予めブレンドされた。パートＢは、パートＡへ追加さ
れたと共に混合された。その次に混合物は、油が分散させられたところまで、微粉機を通
過させられた。
【００７０】
　当該発明が、それの好適な実施形態を参照して特に示されてきた及び記載されてきたも
のである一方で、形態及び細部における様々な変形が、添付された請求項によって定義さ
れたような、当該発明の主旨及び範囲から逸脱することなく、それにおいてなされること
があることは、当業者によって理解されることになる。
【００７１】
　仮出願に対する相互参照
【００７２】
　本出願は、２００８年４月１１日に出願された米国仮出願番号６１／０４４，４５８号
に対する優先権を主張するが、それは、それの全体としてここに参照によって組み込まれ
る。
【００７３】
　［付記］
　付記（１）：
　天然の表面を改質する薬剤で処理された顔料を備える化粧品の組成物。
　付記（２）：
　付記（１）に記載の化粧品の組成物において、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、ホホバエステルである、化粧品の組成物。
　付記（３）：
　付記（１）に記載の化粧品の組成物において、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、水素化されたホホバ油である、化粧品の組成物。
　付記（４）：
　付記（１）に記載の化粧品の組成物において、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、水素化されたホホバ油及びホホバエステルの混合物
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である、化粧品の組成物。
　付記（５）：
　付記（１）に記載の化粧品の組成物において、
　前記顔料は、滑石、雲母、セリサイトのような鉱物；二酸化チタン、酸化亜鉛、及び鉄
の酸化物のような金属酸化物；熱的な可塑性の粉末；デンプン及びセルロースのような有
機の顔料、前述のもののいずれの組み合わせ、前述のものの一つ又はより多いものの複合
物からなる群より選択されたものである、化粧品の組成物。
　付記（６）：
　付記（５）に記載の化粧品の組成物において、
　前記金属酸化物は、約２００ｎｍと比べてより少ないところの一次粒子のサイズ及び約
２００ｎｍと比べてより大きいところの顔料の等級のサイズを有する、化粧品の組成物。
　付記（７）：
　付記（１）に記載の化粧品の組成物において、
　前記顔料は、べんがらであると共に、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、ホホバエステルである、
化粧品の組成物。
　付記（８）：
　付記（１）に記載の化粧品の組成物において、
　前記顔料は、真珠光沢の顔料であると共に、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、ホホバエステルである、
化粧品の組成物。
　付記（９）：
　付記（１）に記載の化粧品の組成物において、
　前記顔料は、アルミニウムで処理された二酸化チタンであると共に、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、ホホバエステルである、
化粧品の組成物。
　付記（１０）：
　付記（９）に記載の化粧品の組成物において、
　前記二酸化チタンは、約１５ｎｍの一次粒子のサイズを有する、
化粧品の組成物。
　付記（１１）：
　付記（１）に記載の化粧品の組成物において、
　前記顔料は、シリカのビードであると共に、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、ホホバエステルである、
化粧品の組成物。
　付記（１２）：
　口紅、ルース又はプレスされた粉末、ファンデーション、ほお紅、及び日焼け止めより
選択されたメーキャップ生産物へと処方された、付記（１）に記載の化粧品の組成物。
　付記（１３）：
　付記（１）に記載の化粧品の組成物において、
　前記組成物は、疎水性のものである、化粧品の組成物。
　付記（１４）：
　二酸化チタン、鉄黄、べんがら、鉄黒、雲母、及びシリカからなる群より選択された天
然の表面処理剤の表面処理剤を組み込む少なくとも一つの疎水性の顔料を備える化粧品の
組成物であって、前記顔料が口紅、ルース又はプレスされた粉末、ファンデーション、ほ
お紅、及び日焼け止めからなる群より選択された化粧品の生産物へと組み込まれたもので
ある、化粧品の組成物。
　付記（１５）：
　付記（１４）に記載の化粧品の組成物において、
　前記化粧品の組成物は、二酸化チタン、鉄黄、及びべんがらからなる群より選択された
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約０．５重量％から約１５重量％までの間の疎水性の天然の表面が改質された顔料を有す
る水中油の液体のメーキャップである、化粧品の組成物。
　付記（１６）：
　付記（１５）に記載の組成物において、
　前記水中油の液体のメーキャップは、約１重量％から約７重量％までの間の前記疎水性
の天然の表面が改質された顔料を有する、組成物。
　付記（１７）：
　付記（１６）に記載の組成物において、
　前記水中油の液体のメーキャップは、約４．５重量％の前記疎水性の天然の表面が改質
された顔料を有する、組成物。
　付記（１８）：
　付記（１４）に記載の化粧品の組成物において、
　前記化粧品の組成物は、二酸化チタン、べんがら、鉄黄、鉄黒、雲母、及びシリカから
なる群より選択された約１５％から約７５％までの間の天然の表面が改質された顔料を有
する液体のコンパクトなファンデーションを作り出す熱い流出物である、化粧品の組成物
。
　付記（１９）：
　付記（１８）に記載の化粧品の組成物において、
　前記液体のコンパクトなファンデーションは、約２５％から約５０％までの間の前記天
然の表面が改質された顔料を有する、化粧品の組成物。
　付記（２０）：
　付記（１９）に記載の化粧品の組成物において、
　前記液体のコンパクトなファンデーションは、約４０％の前記天然の表面が改質された
顔料を有する、化粧品の組成物。
　付記（２１）：
　付記（１４）に記載の化粧品の組成物において、
　前記化粧品の組成物は、Ｄ＆Ｃ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．６　Ｂａｒｉｕｍ　Ｌａｋｅ、Ｄ＆Ｃ
Ｒｅｄ　Ｎｏ．７　Ｃａｌｃｉｕｍ　Ｌａｋｅ、及び鉄の酸化物からなる群より選択され
た約０．５％及び約２０％の間の天然の表面が改質された顔料を有する口紅である、化粧
品の組成物。
　付記（２２）：
　付記（２１）に記載の化粧品の組成物において、
　前記口紅は、約２％から約１０％までの間の前記天然の表面が改質された顔料を有する
、化粧品の組成物。
　付記（２３）：
　付記（１４）に記載の化粧品の組成物において、
　前記天然の表面処理剤は、ホホバ油若しくはホホバエステル又はそれの誘導体を備える
、化粧品の組成物。
　付記（２４）：
　付記（１４）に記載の化粧品の組成物において、
　前記化粧品の組成物は、セリサイト、鉄黄、べんがら、及び鉄黒からなる群より選択さ
れた約３０％から約８５％までの間の天然の表面が改質された顔料を有するプレスされた
粉末である、化粧品の組成物。
　付記（２５）：
　付記（２４）に記載の化粧品の組成物において、
　前記プレスされた粉末は、約５０％から約８０％までの間の前記天然の表面が改質され
た顔料を有する、化粧品の組成物。
　付記（２６）：
　付記（２５）に記載の化粧品の組成物において、
　前記プレスされた粉末は、約７２％の前記天然の表面が改質された顔料を有する、化粧
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品の組成物。
　付記（２７）：
　付記（１４）に記載の化粧品の組成物において、
　前記化粧品の組成物は、鉄黄、べんがら、及び鉄黒からなる群より選択された約０．１
％から約１０％までの間の天然の表面が改質された顔料を有する緩和性のルース粉末であ
る、化粧品の組成物。
　付記（２８）：
　付記（２７）に記載の化粧品の組成物において、
　前記緩和性のルース粉末は、約０．５％から約２％までの間の前記天然の表面が改質さ
れた顔料を有する、化粧品の組成物。
　付記（２９）：
　付記（２８）に記載の化粧品の組成物において、
　前記緩和性のルース粉末は、約０．７８％の前記天然の表面が改質された顔料を有する
、化粧品の組成物。
　付記（３０）：
　天然の表面が処理された顔料を作るための工程であって、
　顔料を提供すること；
　ブレンドを生産するために天然の表面を改質する薬剤と前記顔料をブレンドすること；
　約８０度Ｃから約１５０度Ｃまでの間まで前記ブレンドを加熱すること；及び
　前記ブレンドがおおよそ１８度Ｃまで冷えることを許容すること
：を備える、工程。
　付記（３１）：
　付記（３０）に記載の工程において、
　前記ブレンドは、約１００度Ｃから約１１０度Ｃまでの間まで加熱される、工程。
　付記（３２）：
　前記顔料を粉砕することをさらに備える、付記（３０）に記載の工程。
　付記（３３）：
　付記（３０）に記載の工程において、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、ホホバエステルである、工程。
　付記（３４）：
　付記（３０）に記載の工程において、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、水素化されたホホバ油である、工程。
　付記（３５）：
　付記（３０）に記載の工程において、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、水素化されたホホバ油及びホホバエステルの混合物
である、工程。
　付記（３６）：
　付記（３０）に記載の工程において、
　前記顔料は、滑石、雲母、及びセリサイトのような鉱物；二酸化チタン、酸化亜鉛、及
び鉄の酸化物のような金属酸化物；熱的な可塑性の粉末；並びにデンプン及びセルロース
のような有機の顔料からなる群より選択される、工程。
　付記（３７）：
　付記（３６）に記載の工程において、
　前記金属酸化物は、約２００ｎｍと比べてより少ないところの一次粒子のサイズ及び約
２００ｎｍと比べてより大きいところの顔料の等級のサイズを有する、工程。
　付記（３８）：
　付記（３０）に記載の工程において、
　前記顔料は、べんがらであると共に、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、ホホバエステルである、
工程。
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　付記（３９）：
　付記（３８）に記載の工程において、
　前記顔料は、真珠光沢の顔料であると共に、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、ホホバエステルである、
工程。
　付記（４０）：
　付記（３０）に記載の工程において、
　前記顔料は、アルミニウムで処理された二酸化チタンであると共に、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、ホホバエステルである、
工程。
　付記（４１）：
　付記（４０）に記載の工程において、
　前記二酸化チタンは、約１５ｎｍの一次粒子のサイズを有する、工程。
　付記（４２）：
　付記（３０）に記載の工程において、
　前記顔料は、シリカのビードであると共に、
　前記天然の表面を改質する薬剤は、ホホバエステルである、
工程。
　付記（４３）：
　口紅、ルース又はプレスされた粉末、ファンデーション、ほお紅、及び日焼け止めから
なる群より選択されたメーキャップ生産物へと前記組成物を処方することをさらに備える
、付記（３０）に記載の工程。
【手続補正書】
【提出日】平成29年4月28日(2017.4.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧品用の処理顔料であって、
　ホホバ油、水素化されたホホバ油、または、これらの２つの混合物のエステル交換反応
によって製造された、エステルの混合物を含むコーティングで処理されている処理顔料。
【請求項２】
　化粧品用の処理顔料の製造方法であって、
　顔料を提供する工程と、
　前記顔料を、ホホバ油、水素化されたホホバ油、または、これらの２つの混合物のエス
テル交換反応によって製造された、エステルの混合物と混合して混合物を製造する工程と
、
　前記混合物を８０℃～１５０℃に加熱する工程と、
　前記加熱された混合物を冷却する工程と、
　前記冷却された混合物を粉砕する工程を含む処理顔料の製造方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の処理顔料を含む化粧品であって、
　前記処理顔料の一次粒子のサイズが５ｎｍ～３００ｎｍの範囲であり、
　前記コーティングは、前記処理顔料を疎水性にするのに十分な量で存在する化粧品。
【請求項４】
　口紅、ルースパウダー、プレストパウダー、ファンデーションおよびほお紅からなる群
から選択される請求項３に記載の化粧品。
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【請求項５】
　前記コーティングの含有量が前記処理顔料の重量の２％～７％である、請求項３または
４に記載の化粧品。
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